
 

社会保険等未加入対策手続フロー 

  

施工体制台帳により加入状況を確認 

 

 

未加入                                      加入又は適用除外 

 

 

 

・本市より受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない 

特別の事情を記載した書面（特別事情申請書）を速やか（７日間以内）に提出するよう通知 

 

 

 

 

特別事情申請書等未提出       監督員へ特別事情申請書等提出（第１号様式又は第２号様式） 

 

 

 

・本市にて、 

詳細確認（必要に応じてヒアリング）を行い、 

特別な事情の有無を審議 

 

 

 

特別の事情を有すると認められない場合     特別の事情を有すると認めた場合 

 

                                                        

本市より受注者に特別の事情を有すると 

認められない旨を通知 

 

 

 

 

 

確認書類未提出（未加入）    確認書類提出（加入） 

 

 

 

 

ペナルティ等                           ペナルティ等なし 

 

神奈川県建設業課に              ・指名停止の措置 

未加入建設業者の名称等を通報         ・工事成績評定の減点 
 

 

※ 

第１号様式 適用除外誓約書 

第２号様式 特別事情申請書 

本市より 

・受注者に特別の事情を有すると認めた

旨及び30日以内に保険加入を確認でき

る書類（確認書類）を提出するよう通

知 


